
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の

免
除
に
関
す
る
条
例

一

規

則

○
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の

免
除
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
教
育
長
等
に
委
任
す
る
規
則

一
一

条

例

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
四
十
九
号

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に

関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
（
令
和
元
年
十
月
十
一
日
か
ら

同
月
十
四
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
並
び
に
こ
れ
に
対

し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
激
甚
災
害
及
び
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る

政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
並
び
に
令
和
元
年
十
月
二

十
五
日
の
大
雨
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
災
者
」
と
い
う
。
）

に
対
す
る
手
数
料
及
び
使
用
料
の
免
除
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
手
数
料
等
の
免
除
）

第
二
条

知
事
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
被
災
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
表
の
上
欄
に
規
定
す
る
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
手
数
料
又
は
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
三
号
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
が
被
災
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
同
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
加
入
者
が
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
掛
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
既
に
徴
収
さ
れ
た
手
数
料
等
の
還
付
）

第
三
条

知
事
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
又
は
前
条
第
二
項
の
加
入
者
が
被
災
者
で
あ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
若
し
く
は
使
用
料
又
は
同
項
の
掛
金
を
既
に
納
入
し
て
い

る
と
き
は
、
当
該
被
災
者
に
対
し
、
こ
れ
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
十
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）区

分

手
数
料
及
び
使
用
料

一

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料

十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
証
明
書
の

交
付
を
請
求
す
る
者

二

福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付
に
係

島
県
条
例
第
二
十
号
）
別
表
九
の
項
に
規
定
す
る
危
険
る
手
数
料

物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三

福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
十
五
の
項
に
消
防
設
備
士
免
状
の
再
交
付
に
係
る

規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
手
数
料

す
る
者

四

福
島
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
火
薬
類
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は

二
年
福
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
別
表
十
二
の
項
に
規
火
薬
類
取
扱
保
安
責
任
者
免
状
の
再

定
す
る
火
薬
類
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
火
薬
類
取
交
付
に
係
る
手
数
料

扱
保
安
責
任
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五

福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
再
交
付
に

十
二
年
福
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
別
表
九
の
項
に
規
係
る
手
数
料

定
す
る
製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

六

福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
十
販
売
主
任
者
免
状
の
再
交
付
に
係
る
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二
の
項
に
規
定
す
る
販
売
主
任
者
免
状
の
再
交
付
を
受
手
数
料

け
よ
う
と
す
る
者

七

福
島
県
電
気
工
事
士
免
状
交
付
等
手
数
料
条
例
（
平
電
気
工
事
士
免
状
再
交
付
手
数
料

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
一
条
の
表
三

の
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
又
は
第
二

種
電
気
工
事
士
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八

福
島
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
再
交

適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
付
に
係
る
手
数
料

年
福
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
別
表
十
七
の
項
に
規
定

す
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

九

福
島
県
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
登
録
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
二

十
六
号
）
第
一
条
の
表
四
の
項
に
規
定
す
る
登
録
証
の

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十

福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
（
平
成
一
般
旅
券
発
給
手
数
料

十
二
年
福
島
県
条
例
第
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
一

般
旅
券
発
給
の
申
請
者
（
災
害
に
よ
り
紛
失
又
は
損
傷

し
た
有
効
な
一
般
旅
券
に
記
載
の
有
効
期
間
満
了
日
ま

で
に
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
旅
券
の
発
給
の
申

請
を
す
る
者
に
限
る
。
）

十
一

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
狩
猟
免
状
再
交
付
手
数
料

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福
島
県

条
例
第
五
十
九
号
）
第
三
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る

狩
猟
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
二

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
登
録
証
書
換
え
手
数
料

六
十
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
七
条
の
登
録
証

の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
三

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
第
八
条
登
録
証
再
交
付
手
数
料

第
一
項
の
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
四

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福
介
護
支
援
専
門
員
証
再
交
付
手
数
料

島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
五
条
の
表
三
の
項
に
規
定

す
る
介
護
支
援
専
門
員
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

十
五

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
第
五
条
の
表
六
の
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
手
数

項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
の
許
可
を
料

受
け
よ
う
と
す
る
者

十
六

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
第
五
条
の
表
七
の
介
護
老
人
保
健
施
設
変
更
許
可
手
数

項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
変
更
（
構
造
設
料

備
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

十
七

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
第
五
条
の
表
八
の
介
護
医
療
院
開
設
許
可
手
数
料

項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
開
設
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

十
八

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
第
五
条
の
表
九
の
介
護
医
療
院
変
更
許
可
手
数
料

項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
変
更
（
構
造
設
備
の
変

更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

十
九

福
島
県
栄
養
士
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
栄
養
士
免
許
証
再
交
付
手
数
料

県
条
例
第
六
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
栄

養
士
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
条
例
（
平
准
看
護
師
免
許
証
再
交
付
手
数
料

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項

の
表
八
の
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
一

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
条
例
第
保
健
婦
免
状
再
交
付
手
数
料

一
条
第
一
項
の
表
十
二
の
項
に
規
定
す
る
保
健
婦
免
状

の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
二

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
条
例
第
看
護
婦
免
状
又
は
看
護
人
免
状
の
再

一
条
第
一
項
の
表
十
三
の
項
に
規
定
す
る
看
護
婦
免
状
交
付
手
数
料

又
は
看
護
人
の
看
護
人
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
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す
る
者

二
十
三

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
条
例
第
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
交
付
手

一
条
第
一
項
の
表
十
四
の
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
試
数
料

験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
四

犬
に
よ
る
危
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
飼
養
管
理
費

三
十
三
年
福
島
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
の
二
に
規

定
す
る
抑
留
さ
れ
た
放
置
犬
の
返
還
を
求
め
る
当
該
犬

の
所
有
者

二
十
五

犬
に
よ
る
危
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
六
条
返
還
費

の
二
に
規
定
す
る
抑
留
さ
れ
た
放
置
犬
の
返
還
を
求
め

る
当
該
犬
の
所
有
者

二
十
六

福
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
（
昭
和
四
十
三
登
録
票
再
交
付
手
数
料

年
福
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
登

録
票
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
七

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
四
浴
場
業
許
可
申
請
手
数
料

年
福
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
浴
場
業
の
許
可
の
申
請
者

二
十
八

福
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
一
種
動
物
取
扱
業
登
録
申
請
手
数

施
行
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
八
号
）
料

第
三
条
第
一
項
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
第
一
種
動
物

取
扱
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
九

福
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可

施
行
条
例
第
三
条
第
一
項
の
表
三
の
項
に
規
定
す
る
特
申
請
手
数
料

定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
三
十

福
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
変
更

行
条
例
第
三
条
第
一
項
の
表
四
の
項
に
規
定
す
る
特
定
許
可
申
請
手
数
料

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

三
十
一

福
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
飼
い
犬
又
は
飼
い
猫
の
引
取
り
手
数

施
行
条
例
第
三
条
第
一
項
の
表
五
の
項
に
規
定
す
る
犬
料

又
は
猫
の
引
取
を
求
め
る
者

三
十
二

福
島
県
興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
興
行
場
営
業
許
可
申
請
手
数
料

福
島
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
興
行
場
営
業
（
臨
時
興
行
場
及
び
仮
設
興
行
場
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
三

福
島
県
理
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
理
容
所
検
査
手
数
料

島
県
条
例
第
七
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

理
容
所
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
四

福
島
県
美
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
美
容
所
検
査
手
数
料

島
県
条
例
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

美
容
所
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
五

福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
（
平
成
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
検
査
手
数
料

十
二
年
福
島
県
条
例
第
七
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の

表
一
の
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

三
十
六

福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
第
三
条
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
再
交
付
手

第
一
項
の
表
五
の
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
数
料

許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

福
島
県
条
例
第
八
十
号
）
別
表
第
四
の
一
の
項
に
規
定

す
る
飲
食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
者

三
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
喫
茶
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
喫
茶
店
営
業
の
許
可
の
申
請
者

三
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
菓
子
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
四
の
あ
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

項
に
規
定
す
る
あ
ん
類
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
五
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
許
可
申
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の
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
の
許
可
請
手
数
料

の
申
請
者

四
十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
六
乳
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
処
理
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
七
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
許
可
申
請
手

の
項
に
規
定
す
る
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
の
許
可
の
申
数
料

請
者

四
十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
八
乳
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
九
集
乳
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
集
乳
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
乳
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
類
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
食
肉
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
食
肉
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

二
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

四
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
食
肉
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
製
品
製
造
業
の
許
可
の
申
請

者
五
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
四
魚
介
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

五
十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
魚
介
類
競
り
売
り
営
業
許
可
申
請
手

五
の
項
に
規
定
す
る
魚
介
類
競
り
売
り
営
業
の
許
可
の
数
料

申
請
者

五
十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手

六
の
項
に
規
定
す
る
魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
の
許
可
の
数
料

申
請
者

五
十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
許
可
申
請

七
の
項
に
規
定
す
る
食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
の
許
可
手
数
料

の
申
請
者

五
十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
食
品
の
放
射
線
照
射
業
許
可
申
請
手

八
の
項
に
規
定
す
る
食
品
の
放
射
線
照
射
業
の
許
可
の
数
料

申
請
者

五
十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
十
清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可
申
請
手
数

九
の
項
に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
製
造
業
の
許
可
の
申
料

請
者

五
十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
許
可
申
請
手
数

十
の
項
に
規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
の
許
可
の
申
料

請
者

五
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
氷
雪
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
一
の
項
に
規
定
す
る
氷
雪
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

五
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
氷
雪
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

十
二
の
項
に
規
定
す
る
氷
雪
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

五
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
食
用
油
脂
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
三
の
項
に
規
定
す
る
食
用
油
脂
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

六
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
十
マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ

四
の
項
に
規
定
す
る
マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

グ
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
み
そ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
五
の
項
に
規
定
す
る
み
そ
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
六
の
項
に
規
定
す
る
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

六
十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
ソ
ー
ス
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料
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十
七
の
項
に
規
定
す
る
ソ
ー
ス
類
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

六
十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
酒
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
八
の
項
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
二
豆
腐
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
九
の
項
に
規
定
す
る
豆
腐
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
納
豆
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
の
項
に
規
定
す
る
納
豆
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
め
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
一
の
項
に
規
定
す
る
め
ん
類
製
造
業
の
許
可
の
申
請

者
六
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
総
菜
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
二
の
項
に
規
定
す
る
総
菜
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

六
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
許
可
申

十
三
の
項
に
規
定
す
る
缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
の
請
手
数
料

許
可
の
申
請
者

七
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
四
の
三
十
添
加
物
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

四
の
項
に
規
定
す
る
添
加
物
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

七
十
一

福
島
県
調
理
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
調
理
師
免
許
証
再
交
付
手
数
料

島
県
条
例
第
八
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
四
の
項

に
規
定
す
る
調
理
師
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

七
十
二

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
製
菓
衛
生
師
免
許
証
再
交
付
手
数
料

年
福
島
県
条
例
第
八
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
四

の
項
に
規
定
す
る
製
菓
衛
生
師
免
許
証
の
再
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

七
十
三

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
土
地
掘
削
許
可
申
請
手
数
料

県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
一
の
項
に

規
定
す
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
の
申
請
者

七
十
四

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
土
地
掘
削
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業

三
の
項
に
規
定
す
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
を
受
け
た
者
継
続
承
認
申
請
手
数
料

の
相
続
に
よ
る
事
業
の
継
続
の
承
認
の
申
請
者

七
十
五

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
ゆ
う
出
路
増
堀
又
は
動
力
装
置
の
許

五
の
項
に
規
定
す
る
ゆ
う
出
路
の
増
掘
又
は
動
力
の
装
可
申
請
手
数
料

置
の
許
可
の
申
請
者

七
十
六

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
ゆ
う
出
路
増
堀
又
は
動
力
装
置
の
許

七
の
項
に
規
定
す
る
ゆ
う
出
路
の
増
掘
又
は
動
力
の
装
可
者
の
相
続
人
の
事
業
継
続
承
認
申

置
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
に
よ
る
事
業
の
継
続
の
請
手
数
料

承
認
の
申
請
者

七
十
七

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
温
泉
採
取
許
可
申
請
手
数
料

九
の
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
採
取
の
許
可
の
申
請
者

七
十
八

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
温
泉
採
取
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業

十
一
の
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
継
続
承
認
申
請
手
数
料

者
の
相
続
に
よ
る
事
業
の
継
続
の
承
認
の
申
請
者

七
十
九

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
手

十
二
の
項
に
規
定
す
る
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
数
料

い
て
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
十

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
十
温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は

三
の
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
当
採
取
方
法
変
更
許
可
申
請
手
数
料

該
採
取
の
た
め
の
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
の
方
法
の

変
更
の
許
可
の
申
請
者

八
十
一

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
温
泉
利
用
許
可
申
請
手
数
料

十
四
の
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
利
用
の
許
可
の
申
請
者

八
十
二

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
表
温
泉
利
用
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業

十
六
の
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
継
続
承
認
申
請
手
数
料

者
の
相
続
に
よ
る
事
業
の
継
続
の
承
認
の
申
請
者

八
十
三

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
（
平
毒
物
劇
物
製
造
業
（
輸
入
業
）
登
録

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
申
請
手
数
料
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の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又

は
輸
入
業
の
登
録
の
申
請
者

八
十
四

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
申
請
手
数
料

条
第
一
項
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の

販
売
業
の
登
録
の
申
請
者

八
十
五

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
製
造
業
（
輸
入
業
）
登
録

条
第
一
項
の
表
七
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の
票
書
換
え
交
付
手
数
料

製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

八
十
六

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票
書
換
え
交

条
第
一
項
の
表
八
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の
付
手
数
料

販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
八
十
七

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
製
造
業
（
輸
入
業
）
登
録

条
第
一
項
の
表
九
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の
票
再
交
付
手
数
料

製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
票
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

八
十
八

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票
再
交
付
手

条
第
一
項
の
表
十
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
劇
物
の
数
料

販
売
業
の
登
録
票
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
十
九

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
第
一
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
証
再
交

条
第
一
項
の
表
十
二
の
項
に
規
定
す
る
毒
物
劇
物
取
扱
付
手
数
料

者
試
験
の
合
格
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
薬
局
開
設
許
可
申
請
手
数
料

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項

の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
許
可
の
申
請
者

九
十
一

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
医
薬
品
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第

一
条
第
一
項
の
表
三
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
販
売
業

許
可
の
申
請
者

九
十
二

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
高
度
管
理
医
療
機
器
等
販
売
業
貸
与

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
業
許
可
申
請
手
数
料

一
条
第
一
項
の
表
五
の
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療

機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
又
は
貸

与
業
の
許
可
の
申
請
者

九
十
三

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
医
薬
品
販
売
業
許
可
証
、
高
度
管
理

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
医
療
機
器
等
販
売
業
貸
与
業
許
可
証

一
条
第
一
項
の
表
八
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
販
売
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
販
売
業
許
可

許
可
証
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
販
売
業
貸
与
業
許
可
証
の
再
交
付
手
数
料

証
又
は
再
生
医
療
等
製
品
販
売
業
許
可
証
の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十
四

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
管
理
医
療
機
器
販
売
業
貸
与
業
届
出

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
済
証
交
付
手
数
料

一
条
第
一
項
の
表
九
の
項
に
規
定
す
る
届
出
済
証
の
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十
五

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
書
換
え
交

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
付
手
数
料

一
条
第
一
項
の
表
十
一
の
項
に
規
定
す
る
配
置
従
事
者

身
分
証
明
書
の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十
六

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
再
交
付
手

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
数
料

一
条
第
一
項
の
表
十
二
の
項
に
規
定
す
る
配
置
従
事
者

身
分
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十
七

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
販
売
従
事
登
録
証
再
交
付
手
数
料

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第

一
条
第
一
項
の
表
十
五
の
項
に
規
定
す
る
販
売
従
事
登

録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
十
八

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
医
薬
品
製
造
販
売
業
許
可
申
請
手
数

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
料

一
条
第
一
項
の
表
十
六
の
項
金
額
の
欄
ウ
に
規
定
す
る

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る
医
薬
品
の

製
造
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者
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九
十
九

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
医
薬
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第

一
条
第
一
項
の
表
二
十
四
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の

製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

百

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
医
薬
部
外
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一
条
料

第
一
項
の
表
二
十
五
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
の

製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

百
一

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
化
粧
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一

条
第
一
項
の
表
二
十
六
の
項
に
規
定
す
る
化
粧
品
の
製

造
業
の
許
可
の
申
請
者

百
二

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一
製
造
業
登
録
申
請
手
数
料

条
第
一
項
の
表
二
十
七
の
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
の
申
請
者

百
三

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
薬
品
製
造
販
売
承
認
申
請
手
数
料

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一

条
第
一
項
の
表
三
十
五
の
項
金
額
の
欄
エ
に
規
定
す
る

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
に
係
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の

承
認
の
申
請
者

百
四

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
療
機
器
修
理
業
許
可
申
請
手
数
料

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一

条
第
一
項
の
表
四
十
三
の
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
の

修
理
業
の
許
可
の
申
請
者

百
五

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
証
書
換

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一
え
交
付
手
数
料

条
第
一
項
の
表
五
十
一
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医

薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書

換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
証
再
交

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一
付
手
数
料

条
第
一
項
の
表
五
十
二
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医

薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
七

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
医
薬
品
等
製
造
業
許
可
証
再
交
付
手

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
一
数
料

条
第
一
項
の
表
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医

薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
の
許
可
証
の
再
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
八

福
島
県
大
麻
取
締
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
大
麻
取
扱
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変

島
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
二
の
項
更
申
請
手
数
料

に
規
定
す
る
大
麻
取
扱
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更
の

申
請
者

百
九

福
島
県
大
麻
取
締
法
施
行
条
例
第
一
条
第
一
項
の
大
麻
取
扱
者
免
許
証
の
再
交
付
申
請

表
三
の
項
に
規
定
す
る
大
麻
取
扱
者
の
免
許
証
の
再
交
手
数
料

付
の
申
請
者

百
十

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
は
覚
せ
い
剤

年
福
島
県
条
例
第
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
二
研
究
者
の
指
定
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
は
覚
せ
い
剤

研
究
者
の
指
定
の
申
請
者

百
十
一

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
第
一
条
第
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
は
覚
せ
い
剤

一
項
の
表
四
の
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
研
究
者
の
指
定
証
の
再
交
付
申
請
手

は
覚
せ
い
剤
研
究
者
の
指
定
証
の
再
交
付
の
申
請
者

数
料

百
十
二

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
第
一
条
第
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
の
指
定
申
請

一
項
の
表
六
の
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
手
数
料

の
指
定
の
申
請
者

百
十
三

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
第
一
条
第
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
申
請

一
項
の
表
七
の
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
手
数
料

の
指
定
の
申
請
者

百
十
四

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
第
一
条
第
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い

一
項
の
表
九
の
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
証
の
再
交
付
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又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
証
の
再
交
付
の
申
申
請
手
数
料

請
者

百
十
五

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
麻
薬
卸
売
業
者
の
免
許
申
請
手
数
料

（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
一
条
第

一
項
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
麻
薬
卸
売
業
者
の
免
許

の
申
請
者

百
十
六

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻

第
一
条
第
一
項
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
麻
薬
小
売
業
薬
管
理
者
又
は
麻
薬
研
究
者
の
免
許

者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
又
は
麻
薬
研
究
者
の
申
請
手
数
料

免
許
の
申
請
者

百
十
七

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、

第
一
条
第
一
項
の
表
三
の
項
に
規
定
す
る
麻
薬
卸
売
業
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
又
は
麻

者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
又
薬
研
究
者
の
免
許
証
の
再
交
付
申
請

は
麻
薬
研
究
者
の
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
者

手
数
料

百
十
八

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
の

第
一
条
第
一
項
の
表
七
の
項
に
規
定
す
る
向
精
神
薬
試
登
録
申
請
手
数
料

験
研
究
施
設
設
置
者
の
登
録
の
申
請
者

百
十
九

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
の

第
一
条
第
一
項
の
表
八
の
項
に
規
定
す
る
向
精
神
薬
試
登
録
証
の
再
交
付
申
請
手
数
料

験
研
究
施
設
設
置
者
の
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
二
十

福
島
県
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
衛
生
検
査
所
登
録
申
請
手
数
料

条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
登
録
の
申
請
者

百
二
十
一

福
島
県
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
衛
生
検
査
所
登
録
証
明
書
書
換
え
交

行
条
例
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
登
付
申
請
手
数
料

録
証
明
書
の
書
換
え
交
付
の
申
請
者

百
二
十
二

福
島
県
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
衛
生
検
査
所
登
録
証
明
書
再
交
付
申

行
条
例
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
登
請
手
数
料

録
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
者

百
二
十
三

福
島
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
十
二
号
）
第
一
条
の
表
四

の
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
二
十
四

福
島
県
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
交
付
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
再
交

等
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
付
手
数
料

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
指
定
証
の
再
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

百
二
十
五

福
島
県
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
交
付
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
標
識
再
交
付

等
手
数
料
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
標
識
の
再
交
付
を
手
数
料

受
け
よ
う
と
す
る
者

百
二
十
六

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
検
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料

二
年
福
島
県
条
例
第
八
十
五
号
）
第
一
条
の
表
一
の
項

に
規
定
す
る
検
定
に
係
る
特
定
計
量
器
の
使
用
者

百
二
十
七

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
装
置
検
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料

表
二
の
項
に
規
定
す
る
装
置
検
査
に
係
る
特
定
計
量
器

の
使
用
者

百
二
十
八

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
に
係
る
合

表
五
の
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
に
係
格
の
証
明
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料

る
合
格
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
二
十
九

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
特
定
計
量
器
の
修
理
の
事
業
に
係
る

表
六
の
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
修
理
の
事
業
に
届
出
の
受
理
の
証
明
書
の
交
付
に
係

係
る
届
出
の
受
理
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
手
数
料

る
者

百
三
十

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
表
特
定
計
量
器
の
販
売
の
事
業
に
係
る

七
の
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
販
売
の
事
業
に
係
届
出
の
受
理
の
証
明
書
の
交
付
に
係

る
届
出
の
受
理
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
る
手
数
料

者
百
三
十
一

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
特
定
計
量
器
の
検
定
に
係
る
合
格
の

表
八
の
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
検
定
に
係
る
合
証
明
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料

格
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
三
十
二

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
基
準
器
検
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
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表
十
の
項
に
規
定
す
る
基
準
器
検
査
に
係
る
基
準
器
の

使
用
者

百
三
十
三

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
認
定
に
係

表
十
三
の
項
に
規
定
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
認
る
試
験
の
合
格
証
の
再
交
付
に
係
る

定
に
係
る
試
験
の
合
格
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
手
数
料

る
者

百
三
十
四

福
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
計
量
証
明
の
事
業
の
登
録
証
の
再
交

表
十
四
の
項
に
規
定
す
る
計
量
証
明
の
事
業
の
登
録
証
付
に
係
る
手
数
料

の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
三
十
五

福
島
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
再
交
付
手

条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
九
十
六
号
）
第
一
数
料

条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許

証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
三
十
六

福
島
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
技
能
検
定
合
格
証
書
再
交
付
手
数
料

条
例
第
一
条
の
表
五
の
項
に
規
定
す
る
技
能
検
定
の
合

格
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
三
十
七

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
県
営
住
宅
の
家
賃

福
島
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
県
営
住
宅
の
入
居
者

百
三
十
八

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
第
五
十
七
条
第
二
県
営
住
宅
の
駐
車
場
使
用
料

項
に
規
定
す
る
駐
車
場
の
使
用
者

百
三
十
九

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
第
六
十
七
条
第
一
県
営
住
宅
等
家
賃
等
証
明
書
交
付
手

項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
県
数
料

営
住
宅
、
特
別
県
営
住
宅
又
は
準
県
営
住
宅
の
入
居
者

（
同
条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
社
会
福

祉
法
人
等
を
含
む
。
）
又
は
入
居
し
て
い
た
者

百
四
十

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
福
屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
証
明
書
交

島
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
四
項
に
規
定
付
手
数
料

す
る
同
条
第
一
項
の
講
習
会
の
受
講
に
係
る
証
明
書
の

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
一

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
登
録
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
六
十
二

号
）
第
一
条
の
表
十
七
の
項
に
規
定
す
る
登
録
証
の
再

交
付
の
申
請
者

百
四
十
二

福
島
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
免
許
状
再
交
付
手
数
料

（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
五
十
四
号
）
第
一
条
の
表

第
十
の
項
に
規
定
す
る
免
許
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

百
四
十
三

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
島
県
条

例
第
五
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
一
の
項
に

規
定
す
る
許
可
の
申
請
者
（
三
月
以
内
の
期
間
を
限
っ

て
営
む
営
業
に
係
る
許
可
の
申
請
者
を
除
く
。
）

百
四
十
四

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
承
認
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
二

の
項
に
規
定
す
る
承
認
の
申
請
者

百
四
十
五

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
許
可
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
二
十
二
条
の
表
一
の
項
に

規
定
す
る
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
四
十
六

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
二
十
二
条
の
表
六
の
項
に

規
定
す
る
承
認
の
申
請
者

百
四
十
七

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
認
定
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
二
十
二
条
の
表
八
の
項
に

規
定
す
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
四
十
八

福
島
県
自
動
車
保
管
場
所
証
明
申
請
等
手
数
自
動
車
保
管
場
所
の
証
明
の
申
請
に

料
条
例
（
平
成
三
年
福
島
県
条
例
第
四
十
号
）
第
一
条
係
る
手
数
料

に
規
定
す
る
警
察
署
長
の
証
明
を
申
請
す
る
者

百
四
十
九

福
島
県
自
動
車
保
管
場
所
証
明
申
請
等
手
数
自
動
車
保
管
場
所
標
章
の
交
付
等
に

料
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
保
管
場
所
標
章
の
交
付
又
係
る
手
数
料

は
再
交
付
を
受
け
る
者
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百
五
十

福
島
県
古
物
営
業
許
可
申
請
等
手
数
料
条
例
（
平
古
物
営
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
係

成
七
年
福
島
県
条
例
第
六
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
手
数
料

る
古
物
営
業
の
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
百
五
十
一

福
島
県
古
物
営
業
許
可
申
請
等
手
数
料
条
例
古
物
営
業
の
許
可
証
の
書
換
え
に
係

第
一
条
に
規
定
す
る
古
物
営
業
の
許
可
証
の
書
換
え
を
る
手
数
料

受
け
よ
う
と
す
る
者

百
五
十
二

福
島
県
質
屋
営
業
許
可
申
請
等
手
数
料
条
例
質
屋
許
可
証
書
換
え
申
請
手
数
料

（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
許
可
証
の
書
換
え
の
申
請
者

百
五
十
三

福
島
県
質
屋
営
業
許
可
申
請
等
手
数
料
条
例
質
屋
許
可
証
再
交
付
申
請
手
数
料

第
一
条
に
規
定
す
る
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
五
十
四

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
認
定
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
五
十
九
号
）
第
一
条
の
表
二

の
項
に
規
定
す
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
五
十
五

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
認
定
証
の
書
換
え
に
係
る
手
数
料

の
表
四
の
項
に
規
定
す
る
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
者

百
五
十
六

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証

の
表
七
の
項
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
の
書
換
え
に
係
る
手
数
料

格
者
証
の
書
換
え
の
申
請
者

百
五
十
七

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証

の
表
八
の
項
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
五
十
八

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の

の
表
十
二
の
項
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
書
換
え
に
係
る
手
数
料

格
者
証
の
書
換
え
の
申
請
者

百
五
十
九

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の

の
表
十
三
の
項
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
再
交
付
に
係
る
手
数
料

格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
六
十

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
合
格
証
明
書
の
書
換
え
に
係
る
手
数

二
項
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
料

の
申
請
者

百
六
十
一

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
合
格
証
明
書
の
再
交
付
に
係
る
手
数

第
二
項
の
表
三
の
項
に
規
定
す
る
合
格
証
明
書
の
再
交
料

付
の
申
請
者

百
六
十
二

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
許
可
証
の
書
換
え
に
係
る
手
数
料

数
料
条
例
第
一
条
の
表
三
の
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の

書
換
え
の
申
請
者

百
六
十
三

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
許
可
証
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

数
料
条
例
第
一
条
の
表
四
の
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の

再
交
付
の
申
請
者

百
六
十
四

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
免
許
証
再
交
付
手
数
料

成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
六
十
三
号
）
第
五
条
に
規

定
す
る
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六
十
五

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
第
十
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付

六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
手
数
料

の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六
十
六

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
第
十
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
手
数

六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
料

の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六
十
七

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
第
十
道
路
使
用
許
可
申
請
手
数
料

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
の
使
用
の
許
可
の
申
請

者
百
六
十
八

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
第
十
運
転
経
歴
証
明
書
再
交
付
手
数
料

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
再

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六
十
九

福
島
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
等
手
認
定
証
再
交
付
申
請
手
数
料

数
料
条
例
（
平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
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第
一
条
に
規
定
す
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
者

百
七
十

福
島
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
等
手
数
認
定
証
書
換
え
申
請
手
数
料

料
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請

者
百
七
十
一

福
島
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
の
交
付
に
係
る
手
数
料

四
十
八
号
）
第
一
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
届
出
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

百
七
十
二

福
島
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

法
律
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
表
三
の
項
に
規
定
す
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

る
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
再
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

百
七
十
三

一
の
項
か
ら
百
七
十
二
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
係
る
手
数
料
又

者
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者
で
、
は
使
用
料
で
、
規
則
で
定
め
る
も
の

規
則
で
定
め
る
も
の

（
総

務

課
）

規

則

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条
例

に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
教
育
長
等
に
委
任
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
六
号

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
教
育
長
等
に
委
任
す
る
規
則

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条
例

（
令
和
元
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
同
条
例

別
表
の
百
四
十
一
の
項
及
び
百
四
十
二
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
に
係
る
知
事
の
権
限
に
あ
っ
て
は
教

育
長
に
、
同
表
の
百
四
十
三
の
項
か
ら
百
七
十
二
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料
に
係
る
知
事
の
権
限

に
あ
っ
て
は
当
該
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
者
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総

務

課
）


